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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年9月26日(2019.9.26)

【公開番号】特開2017-21327(P2017-21327A)
【公開日】平成29年1月26日(2017.1.26)
【年通号数】公開・登録公報2017-004
【出願番号】特願2016-94449(P2016-94449)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｆ   1/15     (2019.01)
   Ｃ０９Ｋ   9/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｆ    1/15     ５０６　
   Ｃ０９Ｋ    9/02     　　　Ａ
   Ｇ０２Ｆ    1/15     ５０２　

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月2日(2019.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の電極と、前記一対の電極間に配置され、複数種類の有機エレクトロクロミック化
合物を含有するエレクトロクロミック層とを有し、
　前記複数種類の有機エレクトロクロミック化合物のうち少なくとも一種は、着色時に７
００ｎｍ以上の波長域に吸収ピークを有する有機エレクトロクロミック化合物であり、
　消色時の光学濃度を０とした場合、６５０ｎｍ以上７００ｎｍ以下である第一の波長域
における透過率の中心透過率に対する変動比率が、光学濃度０．３において±１５％以内
であることを特徴とするエレクトロクロミック素子。
【請求項２】
　前記複数種類の有機エレクトロクロミック化合物は、互いに他と異なる吸収ピークを有
することを特徴とする請求項１に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項３】
　消色時の光学濃度を０とした場合、前記変動比率が、光学濃度０．３において±１０％
以内であることを特徴とする請求項１または２に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項４】
　消色時の光学濃度を０とした場合、前記変動比率が、光学濃度０．９において±４０％
以内であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のエレクトロクロミッ
ク素子。
【請求項５】
　消色時の光学濃度を０とした場合、前記変動比率が、光学濃度０．９において±２０％
以内であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のエレクトロクロミッ
ク素子。
【請求項６】
　消色時の光学濃度を０とした場合、前記変動比率が、光学濃度１．５において±５０％
以内であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載のエレクトロクロミッ
ク素子。
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【請求項７】
　消色時の光学濃度を０とした場合、４３０ｎｍ以上７００ｎｍ以下である第二の波長域
における透過率の中心透過率に対する変動比率が、光学濃度０．３において±２０％以内
であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載のエレクトロクロミック素
子。
【請求項８】
　消色時の光学濃度を０とした場合、前記第二の波長域における前記透過率の中心透過率
に対する変動比率が、光学濃度０．９において±４０％以内であることを特徴とする請求
項１乃至７のいずれか一項に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項９】
　前記複数種類の有機エレクトロクロミック化合物が、第一の化合物、第二の化合物、第
三の化合物、第四の化合物、第五の化合物を含み、
　前記第一の化合物は、着色時に４３０ｎｍ以下の波長域に最大吸収値を有し、前記第二
の化合物は、着色時に４３０ｎｍより大きく５１０ｎｍ以下の波長域に最大吸収値を有し
、前記第三の化合物は、着色時に５１０ｎｍより大きく５７０ｎｍ以下の波長域に最大吸
収値を有し、前記第四の化合物は、着色時に５７０ｎｍより大きく７００ｎｍ未満の波長
域に最大吸収値を有し、前記第五の化合物は、着色時に７００ｎｍ以上の波長域に最大吸
収値を有することを特徴とする請求項７または８に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項１０】
　前記第二の化合物および第三の化合物の少なくとも一方が、フェナジン誘導体であるこ
とを特徴とする請求項９に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項１１】
　前記第四の化合物が、ビオロゲン誘導体であることを特徴とする請求項９または１０に
記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項１２】
　前記第四の化合物の着色時における最大吸収ピークの波長と、前記第五の化合物の着色
時における最大吸収ピークの波長と、の差が８０ｎｍ以上１３０ｎｍ以下であることを特
徴とする請求項９乃至１１のいずれか一項に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項１３】
　前記第五の化合物は、着色時に７００ｎｍ以上７３０ｎｍ以下の波長域に最大吸収ピー
クを有する有機エレクトロクロミック化合物であることを特徴とする請求項９乃至１２の
いずれか一項に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項１４】
　前記第四の化合物の着色時における最大吸収ピークの波長と、前記第五の化合物の着色
時における最大吸収ピークの波長と、の差が２０ｎｍ以上３５ｎｍ以下であることを特徴
とする請求項１３に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項１５】
　前記着色時に７００ｎｍ以上の波長域に吸収ピークを有する有機エレクトロクロミック
化合物が芳香族アミン骨格を含むことを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか一項に記
載のエレクトロクロミック素子。
【請求項１６】
　前記エレクトロクロミック層が溶液層であることを特徴とする請求項１乃至１５のいず
れか一項に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６のいずれか一項に記載のエレクトロクロミック素子と、前記エレクト
ロクロミック素子に接続された能動素子とを有することを特徴とする光学フィルタ。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の光学フィルタと、撮像光学系とを有することを特徴とするレンズユ
ニット。
【請求項１９】
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　請求項１７に記載の光学フィルタと、前記光学フィルタを透過した光を受光する受光素
子とを有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２０】
　請求項１乃至１６のいずれか一項に記載のエレクトロクロミック素子と、前記エレクト
ロクロミック素子に接続された能動素子とを有することを特徴とする窓材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明は、一対の電極と、前記一対の電極間に配置され、複数種類の有機エレクトロク
ロミック化合物を含有するエレクトロクロミック層とを有し、
　前記複数種類の有機エレクトロクロミック化合物のうち少なくとも一種は、着色時に７
００ｎｍ以上の波長域に吸収ピークを有する有機エレクトロクロミック化合物であり、
　消色時の光学濃度を０とした場合、６５０ｎｍ以上７００ｎｍ以下である第一の波長域
における透過率の中心透過率に対する変動比率が、光学濃度０．３において±１５％以内
であることを特徴とするエレクトロクロミック素子を提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　＜分光特性＞
　本発明のＥＣ素子は、６５０ｎｍ以上７００ｎｍ以下の波長域における透過率Ｔ650-70

0の中心透過率Ｔmidに対する変動比率Ｔratioが、消色時の光学濃度を０とした時の光学
濃度０．３において±１５％以内、好ましくは１０％以内である。透過率Ｔ650-700の変
動比率Ｔratioは、消色時の光学濃度を０とした時の光学濃度０．９において±４０％以
内が好ましく、±２０％以内がより好ましく、また、消色時の光学濃度を０とした時の光
学濃度１．５において±５０％以内が好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　レンズユニット１０２は、複数のレンズあるいはレンズ群を有するユニットである。例
えば、図４（ａ）において、レンズユニット１０２は、絞りより後でフォーカシングを行
うリアフォーカス式のズームレンズを表している。レンズユニット１０２は、被写体側（
紙面向かって左側）より順に正の屈折力の第１のレンズ群１０４、負の屈折力の第２のレ
ンズ群１０５、正の屈折力の第３のレンズ群１０６、正の屈折力の第４のレンズ群１０７
の４つのレンズ群を有する。第２のレンズ群１０５と第３のレンズ群１０６の間隔を変化
させて変倍を行い、第４のレンズ群１０７の一部のレンズ群を移動させてフォーカスを行
う。レンズユニット１０２は、例えば、第２のレンズ群１０５と第３のレンズ群１０６の
間に開口絞り１０８を有し、また、第３のレンズ群１０６と第４のレンズ群１０７の間に
光学フィルタ１０１を有する。レンズユニット１０２を通過する光は、各レンズ群１０４
乃至１０７、開口絞り１０８および光学フィルタ１０１を通過するよう配置されており、
開口絞り１０８および光学フィルタ１０１を用いて光量の調整を行うことができる。
【手続補正５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　撮像ユニット１０３は、ガラスブロック１０９と受光素子１１０を有する。ガラスブロ
ック１０９は、ローパスフィルタやフェースプレートや色フィルタ等のガラスブロックで
ある。また、受光素子１１０は、レンズユニット１０２を通過した光を受光するセンサ部
であって、ＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子が使用できる。また、フォトダイオードのよう
な光センサであっても良く、光の強度あるいは波長の情報を取得し出力するものを適宜利
用可能である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　≪窓材≫
　本発明の窓材は、本発明のＥＣ素子と、ＥＣ素子に接続された能動素子とを有する。図
５は、本発明の窓材を示す図であり、図５（ａ）は斜視図、図５（ｂ）は図５（ａ）のＸ
－Ｘ’断面図である。
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